
下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 要 綱

（ 目 的 ）

第 1 条 こ の 告 示 は 、災 害 対 策 基 本 法 (昭 和 ３ ６ 年 法 律 第 ２ ２

３ 号 )第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 及 び 下 野 市 地 域 防 災 計 画 に 基 づ

き 、 自 主 防 災 組 織 が 防 災 活 動 を 行 う 上 で 必 要 な 防 災 資 機 材

の 整 備 に 対 す る 経 費 及 び 防 災 組 織 活 動 費 に 対 し て 補 助 金 を

交 付 す る こ と に よ り 、 市 内 の 自 主 防 災 組 織 の 育 成 強 化 を 図

る こ と を 目 的 と す る 。

（ 定 義 ）

第 ２ 条 こ の 告 示 に お い て 、 自 主 防 災 組 織 と は 、 地 域 防 災 に

対 処 す る こ と を 目 的 と し て 自 治 組 織 の 住 民 が 自 主 的 に 防 災

活 動 を 行 う た め の 組 織 で 、 下 野 市 自 主 防 災 組 織 設 置 届 出 書

(様 式 第 1 号 )に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 届

出 が あ っ た も の を い う 。

 ⑴  自 主 防 災 組 織 規 約  

 ⑵  自 主 防 災 組 織 防 災 計 画  

 ⑶  自 主 防 災 組 織 年 間 実 施 計 画  

（ 補 助 金 の 対 象 経 費 ）

第 ３ 条 補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 経 費 (以 下 「 補 助 対 象 経 費 」

と い う 。)は 、別 表 第 １ に 掲 げ る 防 災 資 機 材 の 整 備 に 対 す る

経 費 及 び 防 災 組 織 活 動 に 対 す る 経 費 の 一 部 と す る 。

２ 防 災 倉 庫 の 設 置 補 助 を 受 け る 場 合 は 、 別 表 第 ２ に 掲 げ る

要 件 を 満 た し て い な け れ ば な ら な い 。

（ 補 助 金 の 額 ）

第 ４ 条 防 災 資 機 材 の 整 備 に 対 す る 補 助 金 の 額 は 、 別 表 第 ３

の 会 員 世 帯 数 の 欄 に 応 じ た 限 度 額 ま で と す る 。 た だ し 、 災

害 時 の 活 動 又 は 訓 練 等 に よ り 破 損 、 使 用 不 可 能 等 と な っ た

場 合 に あ っ て は こ の 限 り で な い 。

２ 防 災 組 織 活 動 費 に 対 す る 補 助 金 の 額 は 、 防 災 組 織 活 動 経

費 の １ /２ と す る 。た だ し 、年 間 ５ ０ ，０ ０ ０ 円 を 限 度 と す る 。



（ 交 付 申 請 ）

第 ５ 条 防 災 資 機 材 の 整 備 に 対 す る 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う

と す る 自 主 防 災 組 織 の 代 表 者 (以 下「 申 請 者 」と い う 。)は 、

下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 申 請 書 (様 式 第 ２ 号 )に 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。

 ⑴  見 積 書 の 写 し 、 そ の 他 補 助 対 象 経 費 の 内 容 が 確 認 で き

る 書 類

 ⑵  防 災 倉 庫 設 置 予 定 箇 所 の 写 真 (設 置 す る 場 合 )  

 ⑶  土 地 使 用 貸 借 契 約 書 の 写 し 又 は 土 地 賃 貸 借 契 約 書 の 写

し (防 災 倉 庫 用 地 を 借 り 受 け る 場 合 )

 ⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２ 防 災 組 織 活 動 費 に 対 す る 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る

場 合 は 、下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 申 請 書 (様 式 第

３ 号 )に 、自 主 防 災 組 織 年 間 実 施 計 画 の 写 し に 自 主 防 災 組 織

予 算 書 を 添 え て 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。

（ 交 付 決 定 等 ）

第 ６ 条 市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 理 し た と き は 、

そ の 内 容 を 審 査 し 、 補 助 金 の 交 付 の 可 否 を 決 定 し 、 下 野 市

自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 (様 式 第 ４ 号 )に よ

り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る ｡

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 補 助 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要

が あ る と 認 め る と き は 、 市 長 は 申 請 者 に 対 し て 条 件 を 付 す

こ と が で き る 。

第 ７ 条 申 請 者 は 、補 助 金 交 付 決 定 通 知 を 受 け た 後 に お い て 、

補 助 金 交 付 申 請 の 内 容 を 変 更 又 は 内 容 の 全 部 若 し く は 一 部

を 中 止 し た い と き は 、 下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付

（ 変 更 ・ 中 止 ） 承 認 申 請 書 (様 式 第 ５ 号 )を 市 長 に 提 出 し 、

そ の 承 認 (様 式 第 ６ 号 )を 受 け な け れ ば な ら な い 。

（ 実 績 報 告 ）

第 ８ 条 申 請 者 は 、防 災 資 機 材 の 整 備 事 業 が 完 了 し た と き は 、

速 や か に 下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 事 業 実 績 報 告



書 (様 式 第 ７ 号 )に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 補

助 金 を 請 求 す る も の と す る 。

 ⑴  下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 請 求 書 (様 式 第 ８

号 )

 ⑵  購 入 防 災 資 機 材 の 請 求 書 又 は 領 収 書 の 写 し  

 ⑶  購 入 防 災 資 機 材 の 写 真  

 ⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２ 申 請 者 は 、 防 災 組 織 活 動 費 の 実 績 報 告 に つ い て は 、 総 会

終 了 後 、 毎 年 度 末 ま で に 決 算 書 を 市 長 に 提 出 す る も の と す

る 。

（ 補 助 金 の 交 付 ）

第 ９ 条 市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 そ

の 内 容 を 審 査 し 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 現 地 調 査 等 を

行 い 、 内 容 が 適 正 で あ る と 認 め る と き は 補 助 金 を 交 付 す る

も の と す る 。

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）

第 １ ０ 条 市 長 は 、 申 請 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

と 認 め た と き は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り

消 す こ と が で き る 。

⑴ 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け

た と き 。

⑵ 補 助 決 定 の 内 容 に 違 反 し た と き 。

⑶ 市 長 の 承 認 を 受 け て 、 補 助 事 業 を 中 止 し 又 は 廃 止 し た

と き 。

⑷ 補 助 事 業 を 遂 行 す る 見 込 み が な く な っ た と き 。

⑸ そ の 他 市 長 が 不 適 当 と 認 め た と き 。

（ 維 持 管 理 義 務 ）

第 １ １ 条 補 助 金 に よ り 取 得 し た 防 災 資 機 材 の 維 持 管 理 に つ

い て は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。

 ⑴  防 災 資 機 材 等 の 管 理 責 任 者 を 定 め 、 常 に 良 好 な 状 態 で

使 用 で き る よ う 維 持 管 理 に 努 め る こ と 。



 ⑵  災 害 が 発 生 し 、 若 し く は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 又

は 防 災 訓 練 以 外 に は 使 用 し な い こ と 。

 ⑶  第 三 者 に 譲 渡 又 は 貸 与 し な い こ と 。  

（ 補 助 を 受 け た 防 災 資 機 材 の 返 還 ）

第 １ ２ 条 市 長 は 、 こ の 告 示 に よ り 補 助 を 受 け た 防 災 資 機 材

が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め た と き は 、 補 助

を 受 け た 防 災 資 機 材 の 全 部 又 は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で

き る 。

⑴ 補 助 を 受 け た 自 主 防 災 組 織 が 解 散 し た と き 。

⑵ 補 助 を 受 け た 防 災 資 機 材 等 の 管 理 が 不 十 分 で あ る と き 。

（ 雑 則 ）

第 １ ３ 条 こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 市 長

が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 告 示 は 、 平 成 ２ ３ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



別 表 第 1（ 第 3 条 関 係 ）

区 分 防 災 資 機 材

情 報 連 絡 用 具 ハ ン ド マ イ ク 、 メ ガ ホ ン 、 腕 章 等

初 期 消 火 用 具 消 火 器 、 水 バ ケ ツ 、 ヘ ル メ ッ ト 等

救 出 ‣救 護 用 具 ス コ ッ プ 、 テ ン ト 、 救 急 セ ッ ト 、 担 架 、 毛 布 等

避 難 用 具 標 旗 、 防 水 シ ー ト 、 懐 中 電 灯 、 警 笛 等

給 食 ‣給 水 用 具
ポ リ タ ン ク 、 や か ん 、 カ セ ッ ト コ ン ロ 、 紙 コ ッ プ

類 等

防 災 倉 庫 資 機 材 等 収 納 倉 庫

別 表 第 2（ 第 3 条 関 係 ）

補 助 対 象 と な

る 経 費

⑴  倉 庫 購 入 費 及 び 運 搬 費 、 組 立 費  

⑵  倉 庫 設 置 に 伴 う 土 地 整 地 に 係 る 経 費  

⑶  名 入 れ 料  

採 択 基 準

次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 に お い て

市 長 が 適 切 と 判 断 し た 場 合 に 採 択 す る 。

⑴  防 災 倉 庫 は 、 防 災 資 機 材 が 十 分 収 納 で き る

面 積 で あ る こ と 。

⑵  防 災 倉 庫 を 設 置 す る た め の 用 地 が 確 保 さ れ

て い る こ と 。 防 災 倉 庫 設 置 用 地 が 借 地 の 場 合

は 、 自 主 防 災 組 織 の 責 任 に お い て 、 す べ て の

事 務 手 続 を 行 う こ と 。

⑶  防 災 倉 庫 に 収 納 す る 防 災 資 機 材 の 備 え が あ

る こ と 、 又 は 整 備 計 画 が あ る こ と 。

⑷  防 災 倉 庫 に は 、 自 主 防 災 組 織 名 及 び 防 災 倉

庫 で あ る こ と が 明 記 さ れ て い る こ と 。

別 表 第 3（ 第 4 条 関 係 ）

防 災 資 機 材 整 備 補 助 金

会 員 世 帯 数 防 災 資 機 材 補 助 限 度 額

5 0 世 帯 以 下 2 0 0 , 0 0 0 円

翌 年 度 以 降 の 申 請 に お い て も

既 に 交 付 し た 額 を 合 算 し 、 補

助 限 度 額 を 超 え な い も の と す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 基 準

と な る 会 員 世 帯 数 に つ い て は

当 初 申 請 時 の 世 帯 数 と す る 。

5 1～ 1 0 0 世 帯 2 2 0 , 0 0 0 円

1 0 1～ 1 5 0 世 帯 2 4 0 , 0 0 0 円

1 5 1～ 2 0 0 世 帯 2 6 0 , 0 0 0 円

2 0 1～ 2 5 0 世 帯 2 8 0 , 0 0 0 円

2 5 1～ 3 0 0 世 帯 3 0 0 , 0 0 0 円

3 0 1～ 3 5 0 世 帯 3 2 0 , 0 0 0 円

3 5 1～ 4 0 0 世 帯 3 4 0 , 0 0 0 円

4 0 1～ 4 5 0 世 帯 3 6 0 , 0 0 0 円

4 5 1～ 5 0 0 世 帯 3 8 0 , 0 0 0 円

5 0 1 世 帯 以 上 4 0 0 , 0 0 0 円



様 式 第 1 号 （ 第 2 条 関 係 ）

年 月 日

下 野 市 長 様

自 主 防 災 組 織 名 称 自 主 防 災 会

代表者(会長)住所

氏 名 印

電 話

下 野 市 自 主 防 災 組 織 設 置 届 出 書

こ の こ と に つ い て 、 年 月 日 付 け を も っ て

自 主 防 災 組 織 を 設 置 し ま し た の で 、 下 記 の と お り 届 け 出 し ま

す 。

記

1 自主防災組織名称 自 主 防 災 会

代表者 (会 長 )氏名

代 表 者 住 所 電 話

事 務 所 所 在 地 電 話

2 自 主 防 災 組 織 会 員 世 帯 数 世 帯

3 提 出 書 類

  ⑴  自 主 防 災 組 織 規 約  

  ⑵  自 主 防 災 組 織 防 災 計 画  

  ⑶  自 主 防 災 組 織 年 間 実 施 計 画  

4 そ の 他 の 添 付 書 類

  ⑴  自 主 防 災 組 織 の 編 成  

  ⑵  自 主 防 災 組 織 役 員 名 簿  

  ⑶  自 主 防 災 組 織 会 員 名 簿  

  ⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  



様 式 第 2 号 （ 第 5 条 関 係 ）

年 月 日

下 野 市 長 様

自 主 防 災 組 織 名 称 自 主 防 災 会

代表者(会長)住所

氏 名 印

電 話

下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 申 請 書

下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 要 綱 第 5 条 の 規 定 に

よ り 、 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 (防 災 資 機 材 )を 下 記 の と お り

申 請 い た し ま す 。

記

1 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 （ 防 災 資 機 材 ）

補 助 金 交 付 申 請 額 円

2 防 災 資 機 材 整 備 品 目

別 紙 の と お り

添 付 書 類

 ⑴  見 積 書 の 写 し 、 そ の 他 補 助 対 象 経 費 の 内 容 が 確 認 で

き る 書 類

 ⑵  防 災 倉 庫 設 置 予 定 箇 所 の 写 真 (設 置 す る 場 合 )  

 ⑶  土 地 使 用 貸 借 契 約 書 の 写 し 又 は 土 地 賃 貸 者 契 約 書 の

写 し (借 り 受 け る 場 合 )

 ⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  



様 式 第 3 号 （ 第 5 条 関 係 ）

年 月 日

下 野 市 長 様

自 主 防 災 組 織 名 称 自 主 防 災 会

代表者(会長)住所

氏 名 印

電 話

下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 申 請 書

下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 要 綱 第 5 条 の 規 定 に

よ り 、 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 ( 防 災 組 織 活 動 費 ) を 下 記 の

と お り 申 請 い た し ま す 。

記

1 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 （ 防 災 組 織 活 動 費 ）

補 助 金 交 付 申 請 額 円

2 自 主 防 災 組 織 活 動 年 間 実 施 計 画

別 紙 の と お り

添 付 書 類

 ⑴  自 主 防 災 組 織 予 算 書  



様 式 第 4 号 （ 第 6 条 関 係 ）

年 月

自 主 防 災 組 織 名 称 自 主 防 災 会

代 表 者(会長) 様

下 野 市 長 印

下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書

年 月 日 付 け で 申 請 の あ っ た 下 野 市 自 主 防 災

組 織 活 動 補 助 に つ い て 、 下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付

要 綱 第 6 条 の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お り 補 助 金 の 交 付 を 決 定

し た の で 通 知 し ま す 。

な お 、 補 助 金 の 額 に つ い て は 、 同 要 綱 第 4 条 の 規 定 に よ り

決 定 し て い ま す 。

記

1 交 付 決 定 額 ① 防 災 資 機 材 整 備 補 助 額 金 円

② 防 災 組 織 活 動 費 補 助 額 金 円

2 交 付の 条 件

   ⑴  交 付 申 請 書 及 び 添 付 書 類 等 に 記 載 し た 内 容 を 変 更   

し よ う と す る と き 、整 備 事 業 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 し な

い と き は 、 速 や か に 市 長 に 報 告 し 、 そ の 指 示 を 受 け る

こ と 。

  ⑵  整 備 事 業 に あ た っ て は 、下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助

金 要 綱 を 遵 守 す る こ と 。

  ⑶  経 理 は 厳 格 を 期 し 、支 出 に 関 す る 関 係 書 類 を 整 備 保 管

し て お く こ と 。

3 そ の 他

補 助 金 の 目 的 外 使 用 な ど 、法 令 若 し く は 下 野 市 自 主 防

災 組 織 補 助 金 交 付 要 綱 に 違 反 し 、 又 は 市 長 の 指 示 に 従

わ な い 場 合 は 、 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 し 、

補 助 金 の 返 還 を 求 め る こ と が あ り ま す 。



様 式 第 5 号 （ 第 7 条 関 係 ）

年 月 日

下 野 市 長 様

自 主 防 災 組 織 名 称 自 主 防 災 会

代表者(会長)住所

氏 名 印

電 話

下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付

(変 更 ・ 中 止 ) 承 認 申 請 書

年 月 日 付 け で 補 助 金 交 付 決 定 の あ り ま し た

事 業 に つ い て 、 下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 要 綱 第

7 条 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り (変 更 ・ 中 止 ) し た い の

で 、 承 認 く だ さ る よ う 申 請 し ま す 。

記

1 事 業 名

自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 事 業

( 1 防 災 資 機 材 整 備 費 2 防 災 組 織 活 動 費 )

2 変 更 ・ 中 止 の 内 容

3 変 更 ・ 中 止 の 理 由



様 式 第 6 号 （ 第 7 条 関 係 ）

年 月 日

自 主 防 災 組 織 名 称 自 主 防 災 会

代 表 者(会長) 様

下 野市 長 印

下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 決 定

(変 更 ・ 中 止 )承 認 通 知 書

年 月 日 付 け で 申 請 の あ っ た 下 野 市 自 主 防

災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 (変 更 ・ 中 止 )承 認 申 請 に つ い て 、 下 野

市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 要 綱 第 7 条 の 規 定 に 基 づ き 、

事 業 の (変 更 ・ 中 止 )を 承 認 し 、 下 記 の と お り 補 助 金 交 付 決 定

額 を 変 更 し た の で 通 知 し ま す 。

記

1 変 更 決 定 額 ① 防 災 資 機 材 整 備 補 助 額 金 円

② 防 災 組 織 活 動 費 補 助 額 金 円

2 交 付の 条 件

     ⑴  整 備 事 業 に あ た っ て は 、 下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動  

補 助 金 要 綱 を 遵 守 す る こ と 。

 ⑵  経 理 は 厳 格 を 期 し 、 支 出 に 関 す る 関 係 書 類 を 整 備   

保 管 し て お く こ と 。

3 そ の 他

補 助 金 の 目 的 外 使 用 な ど 、 法 令 若 し く は 下 野 市 自 主 防

災 組 織 補 助 金 交 付 要 綱 に 違 反 し 、 又 は 市 長 の 指 示 に 従 わ

な い 場 合 は 、 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 し 、 補 助

金 の 返 還 を 求 め る こ と が あ り ま す 。



様 式 第 7 号 （ 第 8 条 関 係 ）

年 月 日

下 野 市 長 様

自 主 防 災 組 織 名 称 自 主 防 災 会

代表者(会長)住所

氏 名 印

電 話

下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 事 業 実 績 報 告 書

年 月 日 付 け で 補 助 金 交 付 決 定 の あ り ま し た

事 業 に つ い て 、 下 記 の と お り 実 施 し ま し た の で 、 下 野 市 自 主

防 災 組 織 活 動 補 助 金 要 綱 第 8 条 の 規 定 に よ り 、 関 係 書 類 を

添 え て 報 告 し ま す 。

記

事 業 名 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 (防 災 資 機 材 )交 付 事 業

購 入 防 災 資 機 材 名

( 数 量 含 む 。 )

購 入 防 災 資 機 材 の

設 置 場 所

購 入 防 災 資 機 材 の

管 理 責 任 者 名

添 付 書 類

  ⑴  下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 8 号 ） 

⑶ 購 入 防 災 資 機 材 の 請 求 書 又 は 領 収 書 の 写 し

⑷ 購 入 防 災 資 機 材 等 の 写 真

  ⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  



様 式 第 8 号 （ 第 8 条 関 係 ）

年 月 日

下 野 市 長 様

自 主 防 災 組 織 名 称 自 主 防 災 会

代表者(会長)住所

氏 名 印

電 話

下 野 市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 請 求 書

年 月 日 付 け で 補 助 金 交 付 決 定 の あ り ま し た

事 業 に つ い て 、 事 業 が 完 了 し ま し た の で 、 下 記 の と お り 下 野

市 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 の 交 付 を 請 求 し ま す 。

記

1 事 業 名 自 主 防 災 組 織 活 動 補 助 金 交 付 事 業

2 補 助 金 請 求 額 ① 防 災 資 機 材 整 備 補 助 額 金 円

② 防 災 組 織 活 動 費 補 助 額 金 円

3 補 助 金 振 込 先

銀 行 本 店

金 庫 支 店

組 合 所

農 協 出 張 所

普 通

･

当 座

口 座 番 号 口 座 名 義 人

（ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ）

添 付 資 料

◎ 防 災 組 織 活 動 費 補 助 金 の 場 合 は 、 総 会 終 了 後 総 会 資 料

(決 算 書 )を 必 ず 提 出 す る こ と 。


